
日本国以外の国籍の者でも運転できますか？
（必要となる運転免許について）

以下、①～③のいずれかに該当する方は日本
で運転することができます。

①日本の各公安委員会発行の運転免許証
（50ccタイプは原動機付自転車相当、
125ccタイプは小型二輪相当の免許）を
お持ちの方
→国籍にかかわらず運転可能

②スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、
モナコ、スロベニアの国・地域の方
→次の書類を提示することで運転可能

各国・地域発行の
運転免許証

公式日本語
翻訳文書

パスポート
or
船舶観光上陸
許可書



※公式日本語翻訳文書について
それぞれの国の在日大使館・領事館、または
JAF＜(社)日本自動車連盟＞が発行した公式
翻訳文が必要となります。

台湾の運転免許証をお持ちの方は、台湾の
運転免許センター、台北駐日経済文化代表處
もしくは日本自動車連盟（JAF）発行の翻訳文
のみ有効です。

③道路交通に関するジュネーブ条約（1949）
締約国の方
※ジュネーブ条約加盟国一覧は次頁参照
→次の書類を提示することで運転可能

④上記①～③に該当しない方
→日本で運転することはできません。

ジュネーブ条約加盟
各国発行の運転

免許証

ジュネーヴ条約に
基づく各国発行の
国際運転免許証

パスポート
or
船舶観光上陸
許可書



[ ジュネーブ条約(1949年)加盟国 ]

Philippines Rwanda Albania
India Senegal Luxembourg
Thailand Sierra Leone Monaco
Bangladesh Togo San Marino
Malaysia Tunisia Vatican
Singapore Uganda Kyrgyz Republic
Sri Lanka Zimbabwe Georgia
Cambodia Namibia Czech Republic
Laos Burkina Faso Slovak Republic
Republic of Korea Nigeria United States
Turkey U.K. Canada
Israel Greece Peru
Syria Norway Cuba
Cyprus Denmark Ecuador
Jordan Sweden Argentine
Lebanon Netherlands Chile
United Arab
Emirates

France Paraguay

South Africa Italy Barbados
Central African
Republic

Russia
Commonwealth of
Dominica

Egypt Serbia Guatemala
Ghana Montenegro Haiti
Algeria Spain Trinidad and Tobago
Morocco Finland Venezuela
Botswana Portugal Jamaica
Republic of the
Congo

Austria New Zealand

The Democratic
Republic of the
Congo

Belgium Fiji

Benin Poland Australia
Cote d’Ivoire Ireland Papua New Guinea

Lesotho Hungary Hong Kong

Madagascar Romania Macao

Malawi Iceland
Mali Bulgaria
Niger Malta

[ ! ] 以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません。
・ウィーン（1968）・パリ（1926）・ワシントン条約（1943）等の他の条約に基づく様式により発行された国際運転免許証
・発給権限のない機関や民間企業で発行された国際運転免許証（IDL, IAA, KIDA, IDD, IADA, ITDL等）
・ジュネーブ条約締約国でない国で発行された国際運転免許証（ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証に似せたものも含みます。）
・ジュネーブ条約締約国であっても、運転免許証と国際運転免許証の発行国が違うもの。（例：アメリカで発行された運転免許証とカナダで発行された国際運転免許証）
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